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国際私法から見る「忘れられる権利」

める｣4権利であると説明される。

この権利は、2010年の欧州委員会による「Acomprehensiveapproachonpersonal

dataprotectionintheEuropeanUnion｣5と題する報告において示されたことで､広

く知られるようになった。この報告書で、「忘れられる権利」は「個人データ

を今後処理されず、正当な事由のために不要となった個人データを削除させ

る権利(rightofindividualstohavetheirdatanolongerprocessedanddeletedwhen

theyarenolongerneededfbrlegitimatepurposes)」と説明されている。

この「忘れられる権利」の概念の根幹は、フランスの国内法で提案された忘

却権(droital'oubli)にあるとされる6．この権利は、上院に提出されたデジタ

ル社会における私的生活の保障を目的とする法案7において示された。同法案

説明(Exposedesmo仙危）によれば、特定的・明確でアクセス可能な形で個人

データの保存期間についての情報が人々に提供され、異議を申し立てる権利が

容易に準備されることにより、「デジタル忘却権(droital'oublinumeriqUe)に

最も大きな有効性を与える複数の手段｣8が準備されていた。しかしながら、結

4宮下紘「｢忘れられる権利」をめぐる攻防」比較法雑誌47巻4号（2014）29頁。

5報告書本文はhttP:"ec.europa.euliustice/news/consulting=public/0006/com_2010_609_en.pdfで

入手可能である（2015年6月17日最終確認)。本報告書8頁に「いわゆる「忘れられる権利」

(so-called@righttobefbrgOtten')」と示されている。なお、この報告書のフランス語版(Une

approcheglobaledelaprotectiondesdonneesacaracterepersonneldansl'Unioneuropeenne;

availableathttp:"ec.emopa.euljustice/news/consultmg_public/0006/com_L201q609_fif.pdf[latest

access:2015/06/17])においては、「忘却権」(lekdroitalbUbli》》）という語が用いられている。

本稿においては、英語版の表現に従い、「忘れられる権利」を用いる。

6J.Rosen,TheRighttoBeForgotten,64StanfbrdLawReviewOnlme88,88(2012).ただし、フ

ランス法は「欧州の忘れられる権利の知的基礎(mellectualrootsOftherighttobefbrgottcn)」

であって、アメリカにおける「忘れられる権利」のルーツを異なるものととらえているこ

とには注意が必要であろう。アメリカにおいては、同権利はもともと前科の公表が第一修

正との関係でいかに扱われるかという点から論じられることが指摘されている（同頁)。

7http://Wwwsenat・仕/leg/pplO9-093.pdfllatestaccess:2015/06/17】、

8前掲注(7)に示したフランス上院提出法案の8頁を参照(<<[P]lUsieursmesuresdelapreseme

propositiondeloipennettemdedonneruneplusgrandeeHectiviteaudroital'oublinumeriqUe》》)。
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論説

本件裁定でも「忘れられる権利」という表現が明確に用いられたわけではな

い'5．しかし欧州司法裁判所は、個人データの対象たる個人の利益と、検索エ

ンジンのオペレーターの経済的利益あるいは公衆の利益とを比較衡量した上

で、当該データが処理された当時の目的や経過した時間を考慮して、当該デー

タが不十分であったりそもそもの適切性を喪失していたりするような場合に

は、検索結果のリストのリンクや情報は削除されるべきであると判断した。

本件裁定が注目されるのは、検索エンジンに対して検索結果の削除を命じ

たためだけでなく、本件裁定に先立って公表された法務官(AdvocateGeneral)

による意見書16において、少なくともEUデータ保護指令の枠内においては、忘

れられる権利は認められないとする立場が示されていたためである。その意味

で、本件裁定は欧州司法裁判所の立場の転換を示したともいえ、今後の規則へ

の改正の指針にも影響を与えるものと位置付けられよう。

さて、上述の通り、「忘れられる権利」はインターネット上にある自身に関

する情報の削除を請求することのできる権利と理解される。では、この権利は

誰に対して行使される範囲はいかなるものであるか。

個人にかかる情報を蓄積する主体としてまず想起されるのは、これらの情報

を取り扱う行政や企業であろう。今日、行政サービスからインターネットショ

ッピングまで､多様な局面において個人にかかる情報が入力され､蓄積される。

EUデータ保護指令が第一義的に想定しているのはこのような主体であり'7、こ

のような主体による活動に対しては我が国にでもすでに個人情報保護法といっ

た枠組みが準備されている。

ところが、ソーシャルネットワークサービス(SNS)の出現により、近年で

15ただし、当事者は「忘れられる権利」の語を用いた主張を行ったようである。本件裁定

パラグラフ91参照。

16http:"curia.europa.euljcms/Upload/docs/application/Pd"2013-06/cpl30077en.pdf[latestaccess:

2015/06/17]．

17EUデータ保護指令2条(d)を参照。
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のとして注目されたものであるが21、米国のGoogle本社を被告とする渉外的要

素を有する事案であった。

本件の事実の概要は以下の通りである躯。x(原告）は日本在住の日本人であ

る。xが自身の名を検索エンジンで検索したところ、検索結果リストに表示さ

れる見出しとスニペットにおいて、xがかつて不良集団の一員であったことが

表示された（なお、xはすでにこの不良集団に属してはいない)｡Xは銀行に融

資を申し込んだものの、かような検索結果が表示されることを理由として拒絶

され、融資を受けるためには対策をすることを要求きれた。そこでxは、当該

検索サービスを提供する米国企業Y(被告）に対して、自身の名をキーワード

として検索した際に表示される検索結果の237件の削除を求め、訴えを提起し

た。

裁判所は、以下の理由に基づいてxの訴えの一部を認容し、問題となる検索

結果のうち122件の削除を命じた。

xの法益について、「プライバシー権に基づく侵害行為の差止請求の可

否は、侵害行為の対象となった人物の社会的地位や侵害行為の性質に留意

しつつ、予想される侵害行為によって受ける被害者側の不利益と侵害行為

を差し止めることによって受ける侵害者側の不利益を比較衡量して決する

べきである。そして、前科や逮捕・起訴歴（以下「前科等」という｡）を

みだりに公表されないことは、プライバシー権の一つとして法的保護に値

する利益である。もっとも、前科等に関わる事実は、社会一般の関心ある

いは批判の対象となるべき事項にも関わることから、公表が許される場合

もあるのであり、そのような場合に当たるか否かは、その者のその後の生

21本件の経緯について、神田知宏「ネット検索が怖い：「忘れられる権利」の現状と活用」

（ポプラ社、2015）45-60頁。なお、著者の神田弁護士は本件の原告側代理人であった。

22なお、事実の概要については、神田・前掲注(21)及び毎日新聞2014年ll月9日付報道

を参照した。
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国際私法から見る「忘れられる権利」

活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者

の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物等の

目的、性格等に照らした前科等を公表することの意義及び必要性も併せて

考慮した上、前科等に関わる事実を公表されない法的利益が優越するか否

かを判断すべきである｡」Ⅱ

Yは、「本件サイトによるインターネット検索サービスの公益性や、検

索サービスの提供者は検索結果の内容の正確性や正当性については何ら表

現を行っていないことから、検索サービスの提供者には検索結果について

の削除義務は原則として認められない旨主張し、なるほど､今日において

インターネット検索サービスの利用は、インターネットを効率的に利用す

る上で、きわめて重要な役割を果たしていることは公知の事実である。し

かし、本件投稿記事中、．…．．、タイトル及びスニペットそれ自体から債権

者の人格権を侵害していることが明らかである一方、このように投稿記事

の個々のタイトル及びスニペットの記載自体を根拠として投稿記事につい

て債務者に削除義務を課したとしても債務者に不当な利益となるとはいえ

ないし……、また、他者の人格権を害していることが明白な記載を含むウ

ェブサイトを検索できることが本件サイトを利用する者の正当な利益とも

いい難い｣。

上述した欧州司法裁判所の判断を受けて、我が国においても「忘れられる権

利」に基づく主張が見られるようになった。例えば、本件に先立って争われた

京都地判平成26年8月7日においても、情報の削除を請求した原告は、その理由

として、「平成26年5月に、欧州連合司法裁判所において、検索サービス最大手

の会社に対し、他人に知られたくない情報が掲載されているサイトへのリンク

を削除することを命じる判決が言い渡された。本件においても、憲法上の幸福

追求権に由来する個人の名誉、プライバシー保護の観点から、本件差止請求が

金沢法学58巻1号(2015）砂



論説

認められるべきである」と述べている23。さらに本件でも、決定本文中に明確

に示されているわけではないが、原告側代理人は本件を「忘れられる権利」と

強く紐付けて主張を構築している24.

しかし、本件仮処分決定において、「忘れられる権利」という用語は用いら

れていない。裁判所は、検索エンジンによる検索結果の表示の削除請求につい

て、「プライバシー権の基づく侵害行為の差止請求」と解し、「プライバシー権

の一つとして法的保護に値する利益」の保護に関しての判断を示している。実

際、決定本文は前科等の公表が人格権侵害になるとする従来の判断枠組みに従

っているものと考えられ、その意味において、本件決定が「忘れられる権利」

を肯定したものと即断することは難しいように思われる。

さて、Xが米国Google社を相手方としたのは、日本Google社に対して削除請

求を行ったところで日本法人側にはデータ管理権がない旨を主張され、これに

対する有効な反論がなく勝算がないことが理由である笏。これは、本件に限ら

ず、Googleを含む多くの検索エンジン、あるいはインターネットサイトにおい

て生じ得る問題であり、実際、京都地判平成26年7月2日では検索サイトの運営

は日本支社ではなく親会社たる米国法人が行っていることを理由に削除請求が

認められていない。

インターネットというポーダレスな環境においては、利用者が日本において

サービスを利用する一方、検索エンジンやサイトが所在するサーバー等は海外

に置かれている場合も少なくないことを勘案するに、このように外国法人に対

しての請求は今後増加するものと考えられる。そうであるならば、国際私法上

の考慮が必要となる。そこで以下では、本件を国際私法的視点から本件を分析

したい。

ただし、京都地裁は原告の訴えを退けている。

神田・前掲注(21)42-43頁。

神田・前掲注(21)47頁。

３
４
５

２
２
２
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にとどまらず、不法な侵害に対しては法的救済が与えられるまでに高められた

人格的な利益であると考えるのが正当であり、それはいわゆる人格権に包摂さ

れるものではあるけれども、なおこれを一つの権利と呼ぶことを妨げるもので

はないと解するのが相当である[傍点は筆者による]｣。これを踏まえると、（一

般的）人格権という大枠の内にプライバシー権を含む個々の人格権が概念され

ている、との関係と理解されよう。

さて、国際私法上の議論に立ち戻る。比較法的に見れば、一般的人格権侵害

を単位法律関係として準備する法制も存在する。例えば、1987年スイス国際私

法139条は人格の侵害(atteimealapersonnalite)についての準拠法規則を有す

る。人格権について定める1995年イタリア国際私法24条2項も同様に人格権に

対する侵害の効果(conseguenzedellaviolazionedeidiritti[dellapersonalital)に

ついての規定を準備している。仮にこれらの国で本件のような問題が生じた場

合には、「人格権」の侵害として、これらの条文により準拠法が定められるこ

とになると考えられる。

これに対して、我が国の現行国際私法規則である法の適用に関する通則法

(以下「通則法｣）は、人格権の侵害という単位法律関係を明らかには定めてい

ない。その理由としては、（個別的）人格権の概念として様々なものが想定さ

れ、かつその侵害の態様も多岐に亘るであろうことが挙げられ、結果として、

我が国実質法上異論なく保護法益とされる名誉穀損以外については定めが置か

れていない29.そのため、名誉．信用以外の人格権が侵害される不法行為の場

合には、不法行為の一般則たる17条によることになる30．

プライバシー権は、先に述べた通り、我が国実質法上は一つの人格権として

認められている。それではこのプライバシー権が国際私法上問題となった場

合、すなわち、国際的要素を有する私的紛争において問題となった場合にはど

29小出邦夫（編著）『一問一答新しい国際私法』（商事法務､2006)112-113頁及び櫻田嘉章・

道垣内正人（編）『注釈国際私法（第1巻)』（有斐閣、2011)484頁［出口耕自執筆分]o

30小出・前掲注(29)112-113頁。
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